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子
　
育
　
て
　
支
　
援
　
の
　
お
　
知
　
ら
　
せ

ホ
ー
ム
ス
タ
ー
ト

ビ
ジ
タ
ー
養
成
講
習
会

　
乳
幼
児
の
家
庭
で
お
母
さ
ん
の

手
助
け
を
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

養
成
し
ま
す
。

　
あ
な
た
の
子
育
て
経
験
を
生
か

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
　
時

　
６
月
12
日（
金
）、
16
日（
火
）

　
　
　
19
日（
金
）、
23
日（
火
）、

　
　
　
30
日（
火
）

　
７
月
２
日（
木
）、
７
日（
火
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

※
時
間
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

会
　
場

　
二
本
松
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
二
本
松
文
化
セ
ン
タ
ー

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
育
て
支
援
グ

ル
ー
プ
こ
こ
ろ

　
☎（
23
）４
７
４
０

家
庭
訪
問
型
子
育
て
支
援

ホ
ー
ム
ス
タ
ー
ト
の
ご
案
内

　
ホ
ー
ム
ス
タ
ー
ト
は
、
40
年
以

上
前
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
た
訪
問

支
援
で
す
。
世
界
22
カ
国
、
日
本

で
も
40
以
上
の
地
域
で
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
６
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
家

庭
を
、
研
修
を
受
け
た
子
育
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア（
ビ
ジ
タ
ー
）が
週
１

回
２
時
間
、
４
回
程
度
訪
問
し
ま

す
。
利
用
は
無
料
で
す
。

　
調
整
役
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
）が
具
体
的
な

サ
ポ
ー
ト
内
容
を
お
母
さ
ん
た
ち

と
一
緒
に
決
め
ま
す
。
子
育
て
が

大
変
で
、
誰
か
に
手
を
貸
し
て
ほ

し
い
と
き
、
利
用
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
育
て
支
援
グ

ル
ー
プ
こ
こ
ろ

　
☎（
23
）４
７
４
０

｢

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問

事
業｣

（
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問

事
業
）が
始
ま
り
ま
し
た

　「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事
業
」

は
、
お
お
む
ね
生
後
４
カ
月
ま
で

の
赤
ち
ゃ
ん
の
い
る
全
て
の
ご
家

庭
を
訪
問
し
、
子
育
て
支
援
情
報

の
提
供
、
育
児
に
関
す
る
相
談
な

ど
に
応
じ
る
事
業
で
す
。

　
お
子
さ
ん
の
出
生
時
に
提
出
い

た
だ
く
出
生
連
絡
票
を
基
に
、
保

健
師
や
助
産
師
、
市
の
委
託
を
受

け
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
会
員
が
訪
問
の

ご
連
絡
を
し
ま
す
。

　
育
児
の
困
り
ご
と
や
気
に
な
る

こ
と
、
知
り
た
い
情
報
な
ど
な
ん

で
も
お
気
軽
に
お
話
し
く
だ
さ
い
。

訪
問
す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
会
員
と
は

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子
育
て
支
援
グ
ル
ー

プ
こ
こ
ろ
の
会
員
の
う
ち
、
市
で

行
う
研
修
を
受
講
し
た
会
員
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
子
育
て
支
援
課
子
ど
も
家
庭
係

　
☎（
55
）５
０
９
４

環 

境 

衛 

生 

の 

お 

知 

ら 

せ

井
戸
ボ
ー
リ
ン
グ
工
事

補
助
金
の
上
限
額
を
増
額

　
給
水
区
域
の
認
可
を
受
け
た
区

域
以
外
に
居
住
す
る
方
を
対
象
と

し
て
、
生
活
用
水
確
保
の
た
め
に

井
戸
ボ
ー
リ
ン
グ
工
事
を
実
施
す

る
場
合
に
工
事
費
用
の
40
％
以
内

の
額
で
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま

す
。

　
平
成
27
年
度
よ
り
上
限
額
を
次

の
と
お
り
増
額
し
ま
す
。

　
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
場
合

に
は
、
工
事
着
手
前
に
補
助
金
交

付
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
続
方
法
は
、
ボ
ー
リ
ン
グ
さ
く

井
工
事
業
者
ま
た
は
左
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額（
上
限
）

　【
変
更
前
】36
万
円

　【
変
更
後
】50
万
円

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎（
55
）５
１
０
３

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
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チルチンびと
「地域主義工務店」の会




